
 

 

 

 

令和８年４月　北秋田市長記者会見 

 
 
 

令和８年４月 28 日（火）午前 11 時 00 分 

市役所本庁舎　大会議室 
 
 
 

 

１． 林野火災に関する注意喚起について 

 

２． クマの出没に関する注意喚起について 

 

３． 雪害対策緊急支援事業について ・・・資料１ 

 

４． 令和８年度北秋田市夏季おもてなし宿泊支援事業について 

・・・資料２ 

 

５． ゴールデンウィーク期間中の観光イベントについて ・・・資料３ 

 

 

その他  

　　　・５月の行事予定 

 



 

１．林野火災に関する注意喚起について 

 

現在、岩手県大槌町をはじめ、各地で林野火災が発生し、延焼が続いて

おります。被災された皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、現在

も懸命な消火活動にあたられている関係者の皆様に、深く敬意を表しま

す。 

 

本市におきましては、報道各社の皆様にもお伝えしたとおり、４月 24

日から緊急消防援助隊を大槌町へ派遣しており、昨日、２次隊が出動し、

消火活動の支援にあたっているところであります。 

 

今回の火災は、乾燥した気象条件や風の影響により延焼が拡大したと

されており、こうした状況は決して他人事ではありません。 

 

本市では、25 日から昨日まで林野火災注意報を発令しており、これか

らの時期は空気が乾燥し、ちょっとした火の不始末が大きな火災につな

がるおそれがあります。 

 

市民の皆様におかれましては、野焼きやたき火などの火の取扱いには

十分ご注意いただくとともに、火を使用した後は確実に消火するなど、基

本的な火の管理を徹底していただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２．クマの出没に関する注意喚起について 

 

次に、クマの出没について申し上げます。 

 

春を迎え、県内においてもクマの目撃情報が増加しており、本市に

おいても今後、出没が増えることが懸念されます。 

 

昨年は全国的にクマによる人身被害が発生しており、身近な危険と

して十分な警戒が必要です。  

 

市民の皆様におかれましては、山林やその周辺に立ち入る際には、

鈴やラジオなど音の出るものを携行する、単独行動を避ける、また、

生ごみや収穫物を屋外に放置しないなど、クマを引き寄せない環境づ

くりに努めていただきますようお願いいたします。 

 

万が一、クマを目撃した場合には、速やかに市または警察へご連絡

いただき、決して近づかないようお願いいたします。 

 

市といたしましても、関係機関と連携しながら、情報提供と被害防

止対策に努めてまいります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３．雪害対策緊急支援事業について ・・・資料１ 

 

令和７年 12 月からの大雪により、市内では農業施設 116 棟の被害

が報告されております。こうした被害を受けられた農業者の皆様への

支援として、市では県の補助事業に協調した支援事業を実施しており、

関係予算につきましては、先般の市議会臨時会においてご承認いただ

いております。 

 

本事業は、雪害からの早期復旧を目的に、「被害防止対策」や「樹

園地の復旧」、「パイプハウス等の復旧」に対して、総額 5,623 万円

の予算を確保し、支援を行うものであります。 

 

具体的には、融雪剤の購入や除排雪作業、果樹の補植・改植や復旧

に係る薬剤、さらにはパイプハウス等の生産施設の復旧・再設置に係

る経費を対象としております。 

 

詳細につきましては、市ホームページに掲載しているほか、JA 秋田

たかのすの広報誌折込でも周知しております。 

 

被害を受けられた農業者の皆様におかれましては、改めて内容をご

確認のうえ、該当される場合は、５月８日までに農林課農業振興係へ

ご相談いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４．令和８年度北秋田市夏季おもてなし宿泊支援事業について 

・・・資料２ 

 

このたび、市では、市内宿泊施設の利用促進を目的として、「北秋

田市夏季おもてなし宿泊支援事業」を実施いたします。  

 

本事業は、国の物価高騰対応重点支援地方交付金を活用し、宿泊需

要の喚起と地域内消費の拡大を図ることで、市内宿泊事業者をはじめ

とする地域経済への影響の緩和につなげるものであります。 

 

本事業には、市内 19 の宿泊事業者の参加を予定しており、５月１

日から８月 30 日までにご宿泊された方を対象に、１人１泊あたりの

料金に応じて、市内約 200 の小売店や飲食店でご利用いただける地域

限定クーポン券を配布いたします。  

 

具体的には、税込４千円以上１万円未満の場合は３千円分、１万円

以上の場合は４千円分のクーポン券を配布いたします。なお、対象は

最大で３連泊までとしております。詳細につきましては、市ホームペ

ージおよび北秋田まちづくり観光協会のホームページをご確認くだ

さい。 

 

市外からの誘客はもとより、市民の皆様にもぜひご利用いただき、

森吉山をはじめとした本市の夏の魅力を体感していただければと思

います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５．ゴールデンウィーク期間中の観光イベントについて ・・・資料３ 

 

４月 29 日 昭和の日の午前９時より、「くまくま園」の今シーズ

ンの営業を開始いたします。  

 

５月２日から６日までの期間は、オープニングイベントとして

「ヒグマのエサやり体験」を実施し、５月５日のこどもの日には、

中学生以下の入園料を無料といたします。 

 

また、５月３日には、森吉山の山開きが行われます。当日は、午

前 11 時より森吉神社において安全祈願祭が執り行われますので、登

山愛好家の皆様をはじめ、市民の皆様にもぜひご参加いただき、安

全で楽しい登山シーズンのスタートとしていただければ幸いです。 

 

さらに、５月２日から６日までの期間は、伊勢堂岱遺跡において

ジュニアボランティアガイドを実施いたします。小学校５年生から

高校３年生までのガイドの皆さんがご案内いたしますので、ご家族

やご友人などお誘い合わせのうえ、ぜひお越しください。 

 

ガイドは、午前 10 時から 12 時までと、午後１時から３時までの

２部制で実施し、最終のご案内は午後２時頃となります。 

 

ゴールデンウィーク期間中は、多くの皆様にお越しいただき、本

市の自然や文化の魅力を感じていただければと思います。 

 

報道機関の皆様におかれましては、ぜひ広くＰＲしていただきま

すようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 


